
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険おいらせ病院 

経営強化プラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 ３月 

令和７年３月改訂 

令和８年３月改訂 

国民健康保険おいらせ病院 



 

 1 /20 

  

目  次 

Ⅰ   はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

１  おいらせ病院を取り巻く環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

(1) 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(2) 沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

(3) 経営環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

① 外部経営環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

② 内部経営環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

(4) 診療圏の人口動向と医療圏の医療資源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

① 人口動向の将来見込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

② 医療資源の将来見込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

Ⅱ   経営強化プランの策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

１ これまでの取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

２ 経営強化プランの基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３ 点検、評価、見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

Ⅲ   おいらせ病院の役割・機能の最適化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

１ 地域医療構想を踏まえた役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

２ 地域包括ケアシステムにおける役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

３ 機能分化・機能連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

４ 新興感染症対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

５ 一般会計負担の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

６ 住民の理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

Ⅳ   組織・体制・マネジメントの強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

１ 最適な経営形態の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

２ 医師・看護師等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

３ 医師の働き方改革への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

４ 事務局体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

Ⅴ   施設設備の最適化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

１ 施設・設備の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 (1) 新設・建替等の予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

(2) 設備・医療機器の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

２ 新興感染症対策のための改修・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

３ デジタル化への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

４ 不要な施設設備等の他用途への転用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

Ⅵ   経営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

１ 収支計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

２ 経営指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

３ 病院機能に係る数値目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

４ 経営改善に向けた具体的な取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

  



 

 2 /20 

Ⅰ はじめに 

１  おいらせ病院を取り巻く環境       

(1) 概要 

【機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

患者様中心の公平・公正な医療を提供するとともに、地域に信頼され、親しまれる病院を

目指します。 

  

名 称

開 設 者

所 在 地

診 療 科

病 床 数

敷 地 面 積

建 物 施 設

経 営 形 態

指 定 ・ 認 可

基本診療科 ① 一般病棟入院基本料急性期一般入院料４

② 診療録管理体制加算２

③ 重傷者等療養環境特別加算

④ 地域包括ケア入院医療管理料１

⑤ データ提出加算２

⑥ 認知症ケア加算

⑦ 医療安全対策加算２

⑧ 救急医療管理加算

⑨ 50対１急性期看護補助体制加算

⑩ せん妄ハイリスク患者ケア加算

⑪ 入退院支援加算２

⑫ 感染対策向上加算３

特掲診療科 ① 検体検査管理加算(Ⅱ)

② 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(初期加算）

③ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(初期加算）

④ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)

⑤ 在宅療養支援病院３

⑥ ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

⑦ がん治療連携指導料

⑧ 輸血管理料(Ⅱ)

⑨ 輸血適正使用加算

⑩ 胃瘻造設術（内視鏡・腹腔鏡下）

⑪ 胃瘻増設時嚥下機能評価加算

⑫ 在宅療養支援病院（３)

その他届け出 ① 入院時食事療養（Ⅰ）

② 酸素の購入単価

鉄筋コンクリート造３階建て3,817㎡

公営企業法一部適用

救急告示病院

施 設 基 準
届 出 状 況

国民健康保険おいらせ病院

おいらせ町

青森県上北郡おいらせ町上明堂１番地１

内科、外科・整形外科、小児科、皮膚科、脳神経外科、眼科

一般病床（78床）

5,405㎡
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【ビジョン】 

回復期医療の需要増加を見込みながら、病床利用率の安定化と効率的かつ効果的な医療提

供体制の構築を図っていきます。 

また、在宅復帰した患者の訪問診療と訪問看護を推進しながら、地域に必要とされる医療

の提供と、地域医療を守る病院としての役割を担っていきます。 

 

【基本方針】 

１ １次、２次医療の完結を目指した地域医療の充実に努めます。 

２ 地域住民に信頼され親しまれる病院づくりに努めます。 

３ 患者様の権利を尊重し、医療の質の向上と安全確保に努めます。 

４ 地域包括ケアと地域医療連携の推進に努めます。 

５ 職員の意識改革と安定した経営基盤の確立に努めます。 

 

(2) 沿革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 経営環境 

 

 

(3) 経営環境 

① 外部経営環境 

・機会 

地域内人口の維持、世帯数の増加 

・脅威 

地域商業の衰退、交通弱者の増加 

  

明治34(1901)年 ４月 村医を置く

大正12(1923)年 ２月 村立医院設置（病床数２床）

昭和４(1929)年 ４月 百石町立医院へ改称（町政執行）

昭和16(1941)年 ４月 日赤青森県支部百石診療所

昭和20(1945)年 ８月 戦災により焼失、一時閉鎖

昭和21(1946)年 12月 日赤青森県支部返還。百石健康保険組合百石診療所(病床数11床)

昭和33(1958)年 ８月 百石町立病院(病床数30床)

昭和39(1964)年 ９月 国民健康保険百石病院(病床数80床)

昭和54(1979)年 ８月 防衛施設周辺防音事業により改築着工

昭和57(1982)年 ３月 防衛施設周辺防音事業により改築(完成)(新築)

昭和61(1986)年 ３月 増築(一般病床78床、伝染病床15床)

平成11(1999)年 ４月 伝染病床廃止(法改正により一般病床78床)

平成18(2006)年 ３月 国民健康保険おいらせ病院へ改称

（百石町と下田町が合併し、おいらせ町誕生）

平成19(2007)年 ４月 訪問看護ステーション設置

平成22(2010)年 １月 リフォーム工事により院内を一新

平成24(2012)年 ３月 病院二重サッシ化工事(完成)

平成27(2015)年 ３月 訪問看護ステーション廃止

平成27(2015)年 ４月 地域包括ケア入院医療管理料実施
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② 内部経営環境 

・人的経営資源 

医師等をはじめとした新規職員の採用(医療行為の幅の広がりによる生産性向上) 人材

発掘と人材開発 

 

・物的経営資源 

電子カルテ稼働による内部情報の共有と利活用、医療事故の防止や業務の軽減 

 

・財務的経営資源 

不良債務が存在していないこと。預貯金額が９億程度保有していること 

 

・情報資源 

行政情報(広報・ホームページ等)を活用できること 

 

(4) 診療圏の人口動向と医療圏の医療資源 

① 人口動向の将来見込み 

平成２７(2015)年と令和２(2020)年の国勢調査によると、当町の総人口はほぼ横ばいで、

令和２(2020)年の総人口は 24,273 人です。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口

では、今後は総人口が緩やかに減少し、令和２２(2040)年には 21,334 人になる見込みで、

令和２(2020)年の国勢調査に比べ 2,939人(12.1％)減少が予測されます。八戸地域医療圏の

中では人口は比較的ゆるやかな減少が予測されます。年齢３区分別人口の推移は、令和２

(2020)年から令和２２(2040)年にかけて年少人口は 993人（30.0％）減少、生産年齢人口は

3,148 人（22.6％）減少、高齢者人口は 1,540 人(23.1％)増加が予測されます。特に 75 歳

以上の後期高齢者人口は 1,769人(58.5％)増加が予測され、総人口に占める高齢者の割合は

平成 27(2015)年の 24.7％から令和 22(2040)年には 38.5％に増加することが予測されます。 
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【おいらせ町人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査 国勢調査

2015年 2020年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

Ｈ27年 Ｒ２年 Ｒ２年 Ｒ７年 Ｒ12年 Ｒ17年 Ｒ22年 Ｒ27年

年少人口 （０～14歳） 3,438 3,308 3,109 2,880 2,679 2,478 2,315 2,135

生産年齢人口 （15～64歳） 14,755 13,956 13,941 13,304 12,704 11,882 10,808 9,948

高齢者人口 （65歳以上） 5,984 6,671 6,925 7,367 7,609 7,883 8,211 8,192

後期高齢者人口 （75歳以上＝再掲） － 3,014 3,219 3,919 4,546 4,744 4,778 4,864

総人口 24,222 24,273 23,975 23,551 22,992 22,243 21,334 20,275

2015年 2020年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

Ｈ27年 Ｒ２年 Ｒ２年 Ｒ７年 Ｒ12年 Ｒ17年 Ｒ22年 Ｒ27年

年少人口 （０～14歳） 100.0% 96.2% 94.0% 87.1% 81.0% 74.9% 70.0% 64.5%

生産年齢人口 （15～64歳） 100.0% 94.6% 99.9% 95.3% 91.0% 85.1% 77.4% 71.3%

高齢者人口 （65歳以上） 100.0% 111.5% 103.8% 110.4% 114.1% 118.2% 123.1% 122.8%

後期高齢者人口 （75歳以上＝再掲） － － 106.8% 130.0% 150.8% 157.4% 158.5% 161.4%

総人口 100.0% 100.2% 98.8% 97.0% 94.7% 91.6% 87.9% 83.5%

2015年 2020年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

Ｈ27年 Ｒ２年 Ｒ２年 Ｒ７年 Ｒ12年 Ｒ17年 Ｒ22年 Ｒ27年

年少人口 （０～14歳） 3,438 ▲ 130 ▲ 199 ▲ 428 ▲ 629 ▲ 830 ▲ 993 ▲ 1,173

生産年齢人口 （15～64歳） 14,755 ▲ 799 ▲ 15 ▲ 652 ▲ 1,252 ▲ 2,074 ▲ 3,148 ▲ 4,008

高齢者人口 （65歳以上） 5,984 687 254 696 938 1,212 1,540 1,521

後期高齢者人口 （75歳以上＝再掲） － － 205 905 1,532 1,730 1,764 1,850

総人口 24,222 51 ▲ 298 ▲ 722 ▲ 1,281 ▲ 2,030 ▲ 2,939 ▲ 3,998

2015年 2020年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

Ｈ27年 Ｒ２年 Ｒ２年 Ｒ７年 Ｒ12年 Ｒ17年 Ｒ22年 Ｒ27年

年少人口 （０～14歳） 14.2% 13.6% 13.0% 12.2% 11.7% 11.1% 10.9% 10.5%

生産年齢人口 （15～64歳） 60.9% 57.5% 58.1% 56.5% 55.3% 53.4% 50.7% 49.1%

高齢者人口 （65歳以上） 24.7% 27.5% 28.9% 31.3% 33.1% 35.4% 38.5% 40.4%

後期高齢者人口 （75歳以上＝再掲） － － 13.4% 16.6% 19.8% 21.3% 22.4% 24.0%

総人口 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

各年度における総人口に占める
割合

2020年国勢調査に対する将来推
計人口の増減率※2020年国勢調
査は2015年国勢調査に対する増
減率

2020年国勢調査に対する将来推
計人口の増減数※2020年国勢調
査は2015年国勢調査に対する増
減数

おいらせ町

将来推計人口
（国立社会保障・人口問題研究所2018年3月推計）
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【八戸圏域及びおいらせ町近隣の人口推移見込】 

 

② 医療資源の将来見込み 

当院は、おいらせ町の南東に位置し、診療圏はおいらせ町と八戸市北部の一部、五戸町

の北部までが含まれます。今後経営強化プラン計画期間後に、町内にあるイオンモール下

田近接地への病院の新築移転計画があり、利便性の向上により病院利用者の増加が見込ま

れます。 

当院では令和５(2023)年９月より常勤の小児科医、令和６(2024)年４月には、常勤の整

形外科医の入職が予定されています。特に整形外科領域については、当院で令和３(2021) 

年度末に常勤科の休止、同じくして町内の「下田東クリニック」の閉院により、整形領域

の受診のために近隣市町村に出向かなければならない状況が生じていました。当院の外科
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外来で引き続き診療は行っていましたが、整形外来を再開するにあたり利便性が向上し患

者増加が見込まれます。 

 

Ⅱ 経営強化プランの策定にあたって 

１ これまでの取組             

国民健康保険おいらせ病院経営改革プラン 

 ・策定日：平成２１年２月２８日 

 ・計画期間：平成２０年度～平成２５年度 

・点検評価：病院運営審議会による点検評価を毎年度実施 

国民健康保険おいらせ病院新経営改革プラン 

・策定日：平成２９年２月２８日 

・計画期間：平成２８年度～令和２年度 

・点検評価：病院運営審議会による点検評価を毎年度実施 

 

２ 経営強化プランの基本的考え方      

八戸圏域医療圏の中核病院である八戸市立市民病院との連携を強化しながら、今後見込

まれる回復期の医療需要の増加に対応するため、病床の機能変更を実施し、病床利用率の

安定化と効率的かつ効果的な医療体制の構築を図ります。 

・策定時期：令和６年３月 

・策定期間：令和５年度～令和９年度 

 

３ 点検、評価、見直し            

国民健康保険おいらせ病院運営審議会によりプランの進捗を確認し、点検、評価に基づ

く改善を図るため、毎年度、決算に基づいて各指標の達成状況・計画事項の実施状況を整

理し公表します。 

本プランの計画期間中も継続し、おいらせ病院運営審議会を経由して必要に応じた見直

しを行います。 
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Ⅲ おいらせ病院の役割・機能の最適化 

１ 地域医療構想を踏まえた役割       

地域医療を守る病院としての役割を担うため、かかりつけ医機能を果たし、地域に必要

とされる外来医療の提供と、中核的病院である八戸市立市民病院との連携を強化しながら

後方支援病院として、救急患者の搬送や在宅復帰のための入院受入れ、町内の老人・介護

施設からの入院受入れを推進します。 

 

  【令和３年度外来患者地域別受入状況】 

 

 

 

 

【令和３年度入院患者地域別受入状況】※延べ入院患者人数 

 

 

 

 

 

【年度別救急搬送患者数】                    (単位：人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【紹介・逆紹介患者数及び紹介・逆紹介率】            

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

初診患者数 2,341 2,278 1,994 1,836 1,812 1,767 1,624 1,635 1,929

紹介患者数 201 197 168 172 195 200 152 179 227

逆紹介患者数 377 373 355 383 391 390 351 166 171

紹介率（％） 16.7 15.6 17.4 18.1 20.8 23.4 20.6 19.3 22.3

逆紹介率（％） 11.8 16.4 17.8 20.9 21.6 22.1 21.6 10.2 8.9

項目

おいらせ町 八戸市 五戸町 三沢市 六戸町 十和田市
六ケ所
東北

その他

受入人数 22,102人 4,056人 134人 252人 200人 79人 18人 245人

割合 81.5% 15.0% 0.5% 0.9% 0.7% 0.3% 0.1% 0.9%

おいらせ町 八戸市 五戸町 三沢市 六戸町 十和田市
六ケ所
東北

その他

受入人数 14,452人 3,396人 72人 215人 229人 184人 29人 115人

割合 74.2% 17.4% 0.4% 1.1% 1.2% 0.9% 0.1% 0.6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

時間内 70 61 71 80 79 107 105 83 102

時間外 103 88 101 81 98 109 49 54 99

計 173 149 172 161 177 216 184 137 201

入院 106 88 96 95 92 106 88 79 111

帰宅 45 46 55 48 69 75 69 38 61

転院 9 5 4 1 5 23 7 4 7

その他 13 10 17 17 11 12 20 16 22

計 173 149 172 161 177 216 184 137 201

受
診
者

治
療
・
処
置
状
況

項目
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２ 地域包括ケアシステムにおける役割     

国では、団塊の世代が 75 歳以上（後期高齢者）となる令和 7（2025）年を目途に、重度な要介

護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進して

おります。 

当院は、日常医療を担うかかりつけ医機能と、町内の他の医療機関の患者・在宅診療患者・介護

施設入所者の急性増悪時の患者受入と必要に応じて高度急性期・急性期医療を提供する中核病

院への紹介等の前方連携機能、さらに地域包括ケア病床を活用した急性期治療後の患者受入機

能と在宅復帰へ向けた支援機能、レスパイト入院の受入等の後方連携機能を担っております。 

外来医療機能は、救急医療体制の堅持、通院困難な患者へ向けた訪問診療を継続し、専門的な

治療が必要な患者については、病状に応じた紹介と治療終了後の再受入を行い、在宅復帰支援を

行っていく等、必要な医療・支援を今後も切れ目なく提供していきます。また生活習慣病など予防へ

の取組みとして、看護師や管理栄養士が中心となり、栄養指導等を始めとした取り組みも継続して

いきます。また今後見込まれる回復期の医療需要の増加に対応するため、病床の機能変更を実施

し、病床利用率を高め、効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を図ります。 

少子化・高齢化・核家族化が進み、退院後の在宅復帰には、行政機関、かかりつけ医療機関や介

護施設等との幅広い連携が必要不可欠であり、関係機関との連携はこれまで以上に重要となるた

め、地域とのつながりが強い地域連携室が中心となり、支援を実施していきます。地域の居宅介護

支援事業所や介護施設等との情報共有は入退院支援や在宅療養生活において特に重要であると

考えており、患者の病状や空床状況等の情報を日常業務上での情報収集・交換のほか、院内で定

期開催しているカンファレンスの中で共有し連携を行っていきます。また、地域ケア会議等への参加

を通じて、地域内における他機関との連携の課題・要望を抽出し、行政機関とも連携を図りつつ、問

題解決に向けた取り組みを強化してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典:令和３年第２回青森県地域医療構想調整会議 八戸地域 (青森県健康福祉部医療薬務課) 
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３ 機能分化・機能連携           

当院は地域住民のかかりつけ医として外来機能を提供しています。令和３(2021)年度末

に常勤整形外科医の退職により整形外科を縮小しました。現在当院の常勤科は内科、外

科・整形外科ですが、令和５(2023)年９月から常勤小児科・内科医師１名と、令和６

(2024)年４月から常勤整形外科医師１名を増員し、内科、外科、整形外科、小児科を常勤

科として拡充することで、様々な世代のニーズに対応できることになります。これまで非

常勤科だった小児科については、町内の保育施設や児童館(クラブ)へのチラシやカレンダ

ー等を用いた常勤科設置の情報提供を行い、保育関係者並びに保護者の認知度を向上させ

増患を図ります。同様に整形外科についても、当院の整形外科を縮小したのと同時期に町

内で開業していた「下田東クリニック」の閉院により、町民にとって通院が困難な状況が

続いたことから、今後は病院内や町内の老人・介護施設にチラシを配布するなどの情報提

供（広報活動）を行い受診を促していきます。 

また病床機能は、中核病院である八戸市立市民病院の後方支援病院として高度急性期・

急性期の治療を終えた患者の入院受入れを積極的に実施し、在宅復帰に向けた支援機能を

果たしていきます。患者受入の連携強化のため八戸市立市民病院と八戸圏域の公立病院等

と地域連携パスの運用検討会（令和５年度は７月２６日開催）の会議に参加するなど連携

を強化していきます。同様に地域包括ケア病床を活用し、在宅患者や近隣の老人・介護施

設で入所している患者の入院受入れを強化するため、レスパイト入院の受入れを実施する

など在宅療養の後方支援を行っていきます。 

 

４ 新興感染症対応             

今般の新型コロナウイルス感染症においては、帰国者・接触者外来設置医療機関(令和２

(2020)年２月６日設置)として発熱外来を設置し、地域住民に対しＰＣＲ検査実施やワクチ

ン接種の推進に努めてきました。当院は構造上の理由により施設の改修は困難であったこ

とから、令和２(2020)年度に陰圧ルーム２基、陰圧ストレッチャー１台、陰圧車いす３台

簡易陰圧ルーム１基を導入し感染拡大防止に対応してきました。 

加えて、当院は病院施設の老朽化が進んでおり、設備ならびに構造上の理由により新興

感染症の感染拡大に対する対応に限りがあります。令和４(2022)年１２月に院内において

新型コロナウイルス感染症が感染拡大したため、重点医療機関【一般病院】として２階の

６病室を感染症対策施設（病床）として対応しました。感染症に備えた防護服等の備蓄は

各階、各科に備え置き、適宜、物品棟より搬出し備蓄対応しています。また今後の新興感

染症の発生に備えては、国民健康保険おいらせ病院院内感染対策指針に基づき院内感染対

策委員会、院内感染防止対策部門、感染制御チームで対応します。院内クラスターが発生

した場合は、感染対策マニュアルに沿って対応し、患者並びに医療従事者の安全を確保し

ます。当経営強化プランの計画期間後に予定されている病院の新築移転においては感染症

に対応できる病室を備えることとしています。 

 

５ 一般会計負担の考え方            

当院の一般会計からの繰出金は、総務省通知の繰出基準に基づいた繰り出しを実施して

います。町財政管財課との協議の際は一般会計繰り出し説明書に基づき確認しています。

計画期間においても、収支計画上、これまでと同様に基準外の繰出金はないものとし、病

院経営を行います。 

【総務省通知による繰出基準】 

１）病院の建設改良に要する経費の１／２ 

２）病院事業債元利償還金の１／２（平成１４(2002)年度以前分は２／３） 
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３）不採算地区病院の運営に要する経費（特別交付税措置分相当額） 

４）リハビリテーション医療に要する経費総額とその診療収入の差引相当額 

５）救急医療の確保に要する経費 

６）高度医療に要する経費総額とその診療収入の差引相当額 

７）保健衛生行政事務に要する経費総額とその診療収入の差引相当額 

８）医師及び看護師等の研究研修に要する経費の１／２ 

９）病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 

10）公立病院経営強化の推進に要する経費 

11）地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 

12）地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部 

 

６ 住民の理解                 

計画策定プロセスにおける取組として、経営強化プランの実施により持続可能な病院経

営を行うために、当院の現状と課題について十分な説明を行い、理解を求めていきます。

おいらせ病院運営審議会をはじめ、国民健康保険運営審議会や民生委員児童委員協議会な

どの附属機関や、パブリックコメントを通じて広く住民の意見・提案を受けます。 

プラン策定後は、おいらせ病院運営審議会を通じ定期的な評価・見直しを実施します。 

 

Ⅳ 組織・体制・マネジメントの強化 

１ 最適な経営形態の選択            

ガイドラインでは、公立病院の経営改善に向け、①地方独立行政法人化、②地方公営企

業法の全部適用、③指定管理者制度の導入、④事業形態の見直し等の選択肢が示されてい

ます。当院は昭和３９(1964)年４月より地方公営企業法の一部適用（財務適用）を実施し

ています。今後、地方公営企業法の全部適用の検討が必要と認識しておりますが、当経営

強化プランの計画期間中においては、病院新築移転計画を円滑に進めるため、行政側との

連携、用地・造成を含めた費用負担を考慮し、地方公営企業法の一部適用を継続します。 

 

２ 医師・看護師等の確保            

当院では医師確保のため、平成１８(2006)年度よりおいらせ町医師修学資金貸与条例を

制定し、これまで７名(内１名は貸付中)に貸与を行っています。今後、医師免許取得後１

０年以内に、研修や経験を積んだ医師が当院へ入職することが期待されています。 

その他、ハローワークへの求人掲載や町の広報・ホームぺージへの掲載、人材紹介会社

への依頼を通じて採用を進めています。医師の採用については、これらを活用し面談や面

接などのマッチングを行い、令和５(2023)年９月には小児科・内科医師１名、令和６

(2024)年４月には整形外科医師１名の採用が決定しています。今後についても医師・看護

師等の確保が厳しい環境が続くと想定されることから継続し活用することとしています。 

一方、当院は各大学病院との関りが希薄なことから、これまで医師派遣の実績は無く、

病院独自で医師の採用を進めてきました。今後も大学病院を通じた医師派遣については、

医師の働き方改革の推進から困難であると考えています。そのため地域医療の維持を図る

ため、連携中枢都市圏医師派遣事業により、中核病院である八戸市立市民病院からの派遣

を継続していくための連携に注力していきます。 
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看護師については、現在４２名（パート看護師含む）が在籍しており、医療法上の配置

基準、実務上の必要人数が確保出来ている状況です。採用活動は医師と同様の媒体を通じ

て行っています。看護師、コ・メディカルを含めた医療従事者について、これまで教育機

関への直接の募集活動は実施していませんが、今後は大学や専門学校などの教育機関で開

催される合同説明会などに積極的に参加ＰＲしていく予定です。 

臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師育成については、地域の中核病院である八戸市

立市民病院の臨床研修管理委員会に当院医師も参加し、要請がある場合、臨床研修医の受

入の体制を整えています。今後も地域医療研修において可能な限り臨床研修医の受入れを

実施していきます。 

 

３ 医師の働き方改革への対応          

当院ではタイムカードを利用し、タイムカードのデータを給与計算システムに入力し、

医師と事務による確認を行い医師の労働時間を把握しています。また副業・兼業を行って

いる医師は、現在はいませんが、必要に応じて要請、派遣依頼がある場合は事務局を通じ

て対応するため、労働時間の管理と把握は明確です。 

当院では時間外・休日労働はほとんどない状況であります。医療法上必要な医師の当直

業務について、令和４(2022)年１２月に「断続的な宿日直業務許可」を取得しており、勤

務医の時間外労働の上限（年９６０時間、月１００時間未満）のＡ水準を順守していくた

め、引き続きタイムカードと給与計算システム、自己申告による労働時間の把握・確認に

努めていきます。 

なお、自己研鑽については、院内において勤務時間内で研修を終えるよう努めているた

め、勤務時間外での実態はありません。そのため期間中に自己研鑽の院内ルールを定め、

書面による周知を行ない制度化します。 

今後は当院医師の医療技術の維持向上のために、中核病院である八戸市立市民病院へ勤

務時間内で定期的に派遣ができるよう現在協議を進めるなど、医師の意識、意欲向上を支

援していきます。 

 

４ 事務局体制の強化              

事務局体制においては業務の標準化を図りながら、職員毎に業務に偏りが出ないように

組織的管理を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の経験から、災害級の事務が突

然発生します。その際、県や町等関係機関との連絡調整や、医師、看護師、コ・メディカ

ルとの院内調整、協議など予想をはるかに超えた事務局業務の増加が見込まれ、事務局機

能が低下せざるを得ないことが懸念されます。このような緊急・災害時を考慮した人員配

置体制を平時から確保しておくことが不可欠です。また、一定の医療業務の知識がある職

員が異動することにより、業務の空白を生むことが常に危惧されています。これに対しマ

ニュアル作成や引継ぎの強化といった対策を講じていますが十分とは言えない状況です。

こういった観点から、病院の安定運営と経営管理、機能強化のため、病院勤務については

行政における通常の異動期間よりも長い人事配置にすることが求められます。 
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Ⅴ 施設設備の最適化 

１ 施設・設備の更新              

(1) 新設・建替等の予定 

現病院は昭和５７(1982)年に改築し、平成２２(2010)年に大規模な増改築を実施しまし

た。令和５(2023)年で４１年が経過し、設備の老朽化が著しい状況です。 

それにより 

①診療報酬改定上の施設基準を満たせない部分が発生 

②感染症対策を含んだ患者・職員の動線確保の不具合があります。 

また病院の立地面から見た場合、現在は町の南東部の奥入瀬川をはさんで八戸市と接す

る川沿いの国道４５号脇に位置しており、近隣には分庁舎、東公民館があり交通の便は良

いのですが、 

①敷地内における駐車場の不足（職員分 60台分不足）  

②敷地周辺が奥入瀬川水系奥入瀬川洪水浸水想定区域、青森県津波浸水想定区域、十和田

火山融雪型泥流想定区域に指定されており患者および職員、医療機器等設備への浸水被

害が想定される。 

③病院から国道への出入り口が幸運橋の欄干により視認性が悪く交通事故の危険性が高い 

といった問題が危惧されています。 

このような問題の解消のため、現在おいらせ病院の新築移転事業に向けた準備に着手し

基本構想・基本計画の策定を進め、当経営強化プランの計画時期以後の令和１４（2032）

年度を移転開設の目標としています。 

新築移転予定地は、まちづくりの視点から当町にある「イオンモール下田」近接の「お

いらせ町中平下長根山他」を建設候補地として選定しております。青森県南随一の規模を

誇るショッピングセンターに隣接することにより患者及び職員の利便性の向上と、前述の

浸水被害地域外への移転が可能になります。建築設計等はこれからになるため具体の決定

にはなりませんが、現在の病床数７８床（一般病床７８床）から７０床（急性期・一般病

床２７床、感染症対応病床３床、回復期・地域包括ケア病床４０床）にダウンサイジング

した計画で調整していきます。 

新築移転概算予算については用地取得を含め７７億円と見積もっています。ただし現在

の資材高騰や人件費上昇などにより変動する場合があります。 

また、医師の採用は未確定ですが、町の修学資金制度を利用した医師から泌尿器科・人

工透析内科開設に向けた意向が示されていることから入職を前提とした施設計画を進めて

いきます。 

 

【参考】新築移転整備基本方針 

（国民健康保険おいらせ病院 新築移転整備基本構想・基本計画（案）より） 

ア 患者・家族にやさしい施設整備 

・みんなにやさしいデザインを基本に、分かりやすい施設とします。 

・バリアフリーに配慮した施設とします。 

・アメニティやプライバシー、待ち時間に配慮した設備とします。 

・個室数の充実など入院患者のプライバシーに配慮した療養空間を計画します。 

・感染管理に配慮した施設とします。 

・利用しやすい駐車場やバスストップを計画します。 
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イ 機能的で使いやすい施設整備 

・受付から会計までの患者動線の効率化を計画します。 

・患者動線とスタッフ動線を可能な限り分離した施設計画とします。 

ウ 災害に強い施設設備 

・災害発生時に病院機能を維持できる施設を整備します。 

・災害時の診療・救護活動に対応できる施設を整備します。 

エ 経済性・環境に配慮した施設整備 

・建設コスト縮減、メンテナンス費用などライフサイクルコストを考慮した施設としま   

す。 

・省エネルギーによる環境負荷に配慮した施設とします。 

・周辺環境に配慮した施設とします。 

 

【参考】2021年７月実施のおいらせ病院職員アンケート調査結果 

 ■アンケート回答 

・病院の医療提供体制、病院規模について → 現状維持が望ましい（50％超） 

・病院の立地について   →  災害等の観点より移転が望ましい（90％超） 

・病院老朽化に伴う不具合・不具合の恐れ → 移転建替が望ましい（80％超） 

 

(2) 設備・医療機器の更新 

設備の更新は、機器故障、保守期間終了、交換部材調達期限切れ等に合わせて更新を実

施しています。 

医療機器の更新は、毎年１１月に開催される医療機器選定委員会を通じて次年度の機器

更新計画を決定しています。緊急を要する設備更新を除き、医療機器選定委員会での年度

基準として予算 3,000万円以内での医療機器購入としています。なお更新にあたっては青森

県国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金の利用を前提として検討しています。 

現在、移転新築に向けて既存固定資産の調査確認を進めており、期間中の調査完了を目

標としています。そのため移転新築完了までは出来るだけ大型の設備投資は延期する計画

としています。 

 

２ 新興感染症対策のための改修・整備      

前述したとおり、当院の現状から、施設の改修は困難であったため、令和２(2020)年度

に、陰圧ルーム２基、陰圧ストレッチャー１台、陰圧車いす３台、簡易陰圧ルーム１基を

補助金で導入しました。今後は現状を維持しながら、新病院竣工に合わせ感染対策に対応

した施設整備を目指すこととしています。 

 

３ デジタル化への対応             

直近では、令和４(2022)年１１月に電子カルテシステムを導入しました。当経営強化プ

ランの計画期間内には、令和５(2023)年９月に財務会計システム更新(予算 5,005千円)、令

和６(2024)年１月に再来受付機新規導入(予算 4,510千円)を実施予定です。地方公営企業法

一部適用の特徴として、庁内他部門との人事異動があり、当院内でのデジタル化の推進並

びに運用を行う専門人材の育成は困難と想定しています。そのため外部事業者に対し専門

担当者の常駐ないしは派遣といった業務の委託を検討し、当院職員の勤務環境の改善、労

働生産性向上に向けた取組を実施していく必要があります。 
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また、昨今急増しているサイバー攻撃等に対する情報セキュリティ対策は、「おいらせ

町情報セキュリティポリシー規程」に則り、院長を情報統括責任者とした管理組織体制を

構築します。院内各科におけてセキュリティ対策への認識を高めるため、医療安全管理委

員会で研修を行いながら、情報資産の管理・運用を行っていきます。その手始めとして当

院では行政職以外の医療従事者の個人メールアドレス使用について、期間中に情報統制を

図ることとしております。 

 

４ 不要な施設設備等の他用途への転用      

不要な施設設備等特になし 
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Ⅵ 経営の効率化 

１ 収支計画                  

  

 

 

 

 

 

 

 

【団体名】国民健康保険おいらせ病院
（単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（実績値） （実績値） （実績値） （実績値）

990,918 979,483 979,567 1,000,119 1,066,122 1,108,385 1,131,196

医業収益 847,508 843,126 835,756 828,390 859,908 905,588 928,425

入院収益 555,020 527,396 566,708 580,295 600,160 640,386 663,416

外来収益 180,390 193,004 177,594 156,884 159,412 164,982 164,982

その他医業収益 112,098 122,726 91,454 91,211 100,336 100,220 100,027

45,565 43,301 52,140 52,459 61,740 61,740 61,740

うち基準内繰入金 45,565 43,301 52,140 52,459 61,740 61,740 61,740

うち基準外繰入金 0 0 0 0 0 0 0

その他医業収益 66,533 79,425 39,314 38,752 38,596 38,480 38,287

医業外収益 143,410 136,357 143,811 171,729 206,214 202,797 202,771

他会計補助金 34,858 33,245 29,497 24,217 35,672 44,352 44,352

他会計負担金 69,109 66,903 86,696 125,113 126,185 126,185 126,185

うち基準内繰入金 69,109 66,903 86,696 125,113 126,185 126,185 126,185

うち基準外繰入金 0 0 0 0 0 0 0

国庫補助金 4,072 1,337 0 0 22,081 10,000 10,000

県補助金 19,596 18,944 5,977 731 1,259 1,259 1,259

長期前受金戻入 9,429 9,805 16,712 16,555 15,925 15,925 15,925

その他医業外収益 6,346 6,123 4,929 5,113 5,092 5,076 5,050

２．収益的支出 951,469 935,649 1,018,561 1,068,501 1,124,956 1,154,247 1,161,111

医業費用 919,796 893,875 983,487 1,034,230 1,090,685 1,119,976 1,126,840

給与費 600,689 573,086 556,735 613,069 693,107 698,781 702,860

材料費 88,666 79,801 77,792 85,669 87,892 93,293 96,078

経費 171,976 182,539 267,808 256,601 232,619 250,000 250,000

うち委託費 127,855 131,455 159,499 154,258 177,030 177,030 177,030

減価償却費 57,384 54,604 79,785 77,258 75,413 76,248 76,248

その他医業費用 1,081 3,845 1,367 1,633 1,654 1,654 1,654

医業外費用 31,673 41,774 35,074 34,271 34,271 34,271 34,271

支払利息及び企業債取扱諸費 69 99 513 466 466 466 466

患者外給食材料費 296 284 257 282 284 284 284

雑損失 0 0 0 0 0 0 0

消費税 1,961 4,442 3,406 1,901 4,442 4,442 4,442

長期貸付金貸倒引当金 2,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

その他医業外費用 26,947 35,749 29,698 30,422 27,879 27,879 27,879

３．経常損益 39,449 43,834 ▲ 38,994 ▲ 68,382 ▲ 58,834 ▲ 45,862 ▲ 29,915

特別利益 0 448 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0 0 0

４．特別損益 0 448 0 0 0 0 0

５．純損益 39,449 44,282 ▲ 38,994 ▲ 68,382 ▲ 58,834 ▲ 45,862 ▲ 29,915

６．前年度繰越利益剰余金 ▲ 143,882 ▲ 104,433 ▲ 60,151 ▲ 99,145 ▲ 167,527 ▲ 226,361 ▲ 272,223

0 0 0 0 0 0 0

▲ 104,433 ▲ 60,151 ▲ 99,145 ▲ 167,527 ▲ 226,361 ▲ 272,223 ▲ 302,138

年度　
令和７年度 令和８年度 令和９年度

区分

他会計負担金

７．その他未処分利益剰余金変動額

８．当年度未処分利益剰余金(Ｉ)

１．収益的収入
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【団体名】国民健康保険おいらせ病院
流動資産 997,341 1,080,692 1,093,229 1,067,713 1,308,634 1,400,950 1,490,604

うち未収金 111,532 153,470 136,349 125,700 131,000 131,000 131,000
流動負債 103,183 112,615 121,305 128,940 90,074 90,677 91,208

うち一時借入金 0 0 0 0 0 0 0
うち未払金 39,474 29,770 36,006 39,301 43,831 44,124 44,383

翌年度繰越財源 0 0 0 0 0 0 0

当年度許可債で未借入

　　　又は未発行の額 0 0 0 0 0 0 0

単年度資金収支額 72,509 73,919 3,847 ▲ 33,151 279,787 91,713 89,123
累積欠損金比率 （Ｉ）

（Ｂ） 12.3 7.1 11.9 20.2 26.3 30.1 32.5
医業収支比率 （Ｂ）

（Ｅ） 92.1 94.3 85.0 80.1 78.8 80.9 82.4
修正医業収支比率

87.2 89.5 79.7 75.0 73.2 75.3 76.9
地方財政法施行令第15条第1項

により算定した資金の不足額 0 0 0 0 0 0 0
地方財政法による （Ｊ）
資金不足の比率 （Ｂ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
健全化法施行令第16条により

算定した資金の不足額 0 0 0 0 0 0 0
健全化法施行規則第6条に規定

する解消可能資金不足額 0 0 0 0 0 0 0
健全化法施行令第17条により

算定した事業の規模 847,508 843,126 835,756 828,390 859,908 905,588 928,425
健全化法第22条により （Ｋ）
算定した資金不足比率 （Ｍ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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資本的収支 【団体名】国民健康保険おいらせ病院

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（実績値） （実績値） （実績値） （実績値）
49,700 102,500 10,700 18,200 75,600 60,500 20,000

ア建設改良のための企業債 49,700 102,500 10,700 18,200 75,600 60,500 20,000
イその他 0 0 0 0 0 0 0

②他会計出資金 10,093 13,780 21,470 27,010 20,305 24,144 24,391
③他会計負担金 0 0 0 0 0 0 0

うち基準内繰入金 0 0 0 0 0 0 0
うち基準外繰入金 0 0 0 0 0 0 0

④他会計借入金 0 0 0 0 0 0 0
⑤他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0
⑥固定資産売却代金 0 0 0 0 0 0 0
⑦国庫補助金 0 0 0
⑧都道府県補助金 1,496 42,750 0 1,100 2,750 2,750 2,750
⑨工事負担金 0 0 0 0 0 0 0
⑩その他 0 0 0 0 0 0 0

61,289 159,030 32,170 46,310 98,655 87,394 47,141

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
61,289 159,030 32,170 46,310 98,655 87,394 47,141

①建設改良費 52,050 145,770 11,730 30,083 75,600 93,100 65,000
②企業債償還金 19,460 26,560 42,940 40,740 40,610 48,287 48,780
③他会計長期借入金返還金 0 0 0 0 0 0 0
④他会計への支出金 0 0 0 0 0 0 0
⑤その他 4,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

76,310 174,730 57,070 73,223 118,610 143,787 116,180
▲ 15,021 ▲ 15,700 ▲ 24,900 ▲ 26,913 ▲ 19,955 ▲ 56,393 ▲ 69,039

①損益勘定留保資金 10,289 2,448 23,727 23,905 12,395 47,083 62,539
②利益剰余金処分額 0 0 0 0 0 0 0
③繰越工事資金 0 0 0 0 0 0 0
④その他 4,732 13,252 1,173 3,008 7,560 9,310 6,500

15,021 15,700 24,900 26,913 19,955 56,393 69,039
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

一般会計等からの繰入金の見通し
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
（実績値） （実績値） （実績値） （決算見込）

() () () () () () ()
149,532 143,449 168,333 201,789 223,597 232,277 232,277

() () () () () () ()
10,093 13,780 21,470 27,010 20,305 24,144 24,391

() () () () () () ()
159,625 157,229 189,803 228,799 243,902 256,421 256,668

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合 計

当年度同意等債で未借入
又は未発行の額　　　　　　(Ｆ)
実質財源不足額 　　　(Ｅ)ー(Ｆ)

令和７年度 令和８年度 令和９年度

資
本
的
支
出

支出計　　　　　　　　 (Ｂ)
差引不足額(Ｂ)－(Ａ)　   　   (Ｃ)

補
填
財
源

計　　　　　　　　　　 (Ｄ)
補填財源不足額(Ｃ)－(Ｄ)　  (Ｅ)

資
本
的
収
入

①企業債

収入計　　　　　　　　 (ａ)
うち翌年度へ繰り越される
支出の財源充当額　　　 (ｂ)
前年度許可債で当年度借入分
　　　　　　　　　　　 (ｃ)
純計(ａ)－{(ｂ)＋(ｃ)}    (Ａ)

令和９年度
　科目

年度　
令和７年度 令和８年度
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２ 経営指標                  

 

 

 

３ 病院機能に係る数値目標           

当院は病床利用率が特に低水準な公立病院（令和元年度まで過去３年連続して病床利用

率が 70％未満）に該当しており、病床利用率の改善を図る必要がありました。計画期間中

の常勤整形外科医師の採用により、整形外科領域の手術２５件の増加と手術後の入院によ

って病床利用率の改善を図ります。具体的には一般病床の稼働率を令和５(2023)年度 60％

から令和９(2027)年度まで 65％（１日当たりの病床稼働数 17 床→18 床）に引き上げ、地

域包括ケア病床の稼働率を令和５(2023)年度 90％から令和９(2027)年度まで 95％（１日当

たりの病床稼働数 35床→37床）に引き上げます。 

 

 

 

 

 

４ 経営改善に向けた具体的な取り組み      

(1) 小児科・内科医師の採用 

令和５年９月に小児科・内科医師を採用し、小児科を非常勤科から常勤科に変更します。

保育施設や児童館への情報提供を行い、保育関係者並びに保護者への認知度を向上させ増患

を図ります。 

 (2) 整形外科医師の採用 

令和６年４月に整形外科医師を採用し、外科・整形外科として縮小していた整形外科を常 

勤科とし、院内と老人・介護施設への情報提供により増患を図ります。 

(3) 地域連携パス運用検討会参加 

八戸市立市民病院の後方支援病院として、患者の入院受入れを積極的に実施し、在宅復帰 

に向けた支援機能を果たします。 

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績 実績 実績 実績

経常収支比率（％） 104.2 104.7 99.7 96.7 97.7 99.0 100.4

医業収支比率（％） 92.1 94.3 85.0 80.1 78.8 80.9 82.4

修正医業収支比率（％） 87.2 89.4 79.7 75.0 73.2 75.3 76.9

１日平均患者数　入院（人） 53.4 46.5 50.2 51.6 52.3 54.1 56.0

　　　　　　　　外来（人） 112.1 115.0 106.7 102.6 102.6 103.0 103.0

病床利用率（％） 73.1 63.7 68.7 70.7 71.8 74.3 76.8

平均在院日数（日） 21.2 20.1 24.1 23.2 20.0 20.0 20.0

給与費対修正医業収益比率 72.3% 67.0% 67.6% 79.0% 86.8% 82.8% 81.1%

材料費対修正医業収益比率 11.1 10.0 9.9 11.0 11.0 11.1 11.1

職員数　　　　　常勤医師（人） 5 4 5 6 6 6 6

　　　　　　　　常勤看護師（人） 35 35 36 36 39 40 42

現金・預金保有高（千円） 997,341 930,680 960,274 947,488 943,050 952,435 977,793

令和７年度 令和８年度 令和９年度指標名

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実績 実績 実績 実績

許可病床数（床） 78 78 78 78 78 78 78

稼働病床数（床） 72 67 67 67 67 67 67

内、地域包括ケア病床（床） 25 39 39 39 39 39 39

地域包括ケア病床稼働率（％） 76.3 78.7 84.1 84.3 85.0 90.0 90.0

訪問看護件数（件） 365 1,185 1,248 1,213 1,380 1,380 1,380

リハビリ件数（件） 6,375 3,980 4,378 4,363 4,500 4,500 4,500

紹介件数（件） 227 239 280 292 310 310 310

逆紹介件数（件） 171 186 170 184 190 190 190

令和７年度指標名 令和８年度 令和９年度
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(4) 老人・介護施設からの入院受入れ、レスパイト入院の受入れ 

  訪問診療件数を増やし在宅復帰患者の支援を強化、増悪による町内の老人・介護施設から 

 の入院受入れを推進、またレスパイト入院の受入れを実施し、自宅での療養継続が困難な患 

者の入院受入れを実施します。 

(5) 住民の理解を求める活動 

  住民の理解を求めるため当院の現状と課題について説明を実施、住民の意見・提案を 

汲み取る機会を設けます。 

(6) 医療従事者の採用・定着強化 

医師はこれまでの採用取組の継続と、おいらせ町の修学資金制度を利用した医師の入職に 

取り組みます。また医師の希望により医療技術の維持・向上のため中核病院である八戸市立 

市民病院への勤務時間内の定期派遣を行います。 

 看護師をはじめとした医療従事者は、これまでの採用活動を継続する他に、教育機関で行 

われる合同説明会などに参加し採用に努めます。 

(7) 院内情報セキュリティ強化 

現在、行政職以外の医療従事者は個人のメールアドレスを使用するなど情報統制がなされ 

ていないため、期間中に情報統制を実施し管理体制を強化します。 


